
以
下
の
と
お
り
栽
培
地
検
査
を
申
請
い
た
し
ま
す
。

栽
培
地

番
号
栽
培
者

氏
名
栽
培
地
の
所
在
地
種
類
・
名
称
品
種
名
栽
培
面
積
栽
培
数
輸
出

予
定
国
輸
出
予
定

数
量
備
考

平成˜Ÿ年˜—月™日 月曜日 (号外第™™œ号)官 報 (š分冊の˜)

備
考
１
栽
培
地
の
位
置
を
示
す
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。

２
組
織
培
養
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
植
物
に
あ
つ
て
は
、
栽
培
施
設
内
に
お
け
る
検
査
対
象
植
物
の
所
在
を

明
示
し
た
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。

３
緩
衝
地
区
に
お
け
る
う
ん
し
ゆ
う
み
か
ん
の
栽
培
地
に
あ
つ
て
は
、
栽
培
地
番
号
の
先
頭
に
「
Ｂ
」
を

記
入
す
る
こ
と
。

４
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
種
類
・
名
称
欄
に
は
、
植
物
の
形
態
及
び
植
物
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
八
十
二
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
。
組
織
培
養
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
十
二
号
の
二
様
式
、
う
ん
し
ゆ
う

み
か
ん
に
あ
つ
て
は
第
十
二
号
の
三
様
式
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
。
組
織
培
養
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
十
九
号
の
二
様
式
、
う
ん
し
ゆ
う
み

か
ん
に
あ
つ
て
は
第
十
九
号
の
三
様
式
」
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
（
第
二
十
四
条
関
係
）栽

培
地
検
査
申
請
書

年
月

日

…
…
植
物
防
疫
所
（
…
…
支
所
又
は
出
張
所
）
植
物
防
疫
官
殿

住
所

氏
名

†

˜



第
十
二
号
の
二
様
式
及
び
第
十
二
号
の
三
様
式
を
削
る
。

第
十
八
号
様
式
ô
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ô

第
十
八
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
八
号
の
二
様
式
（
第
三
十
条
関
係
）
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以
下
の
植
物
は
、
植
物
防
疫
法
第
10条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
栽
培
地
検
査
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

栽
培
地

番
号
栽
培
者

氏
名
栽
培
地
の
所
在
地
種
類
・
名
称
品
種
名
栽
培
面
積
栽
培
数
輸
出
予
定
国

備
考

ô

12セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

７センチメートル

…
…
年
度
栽
培
地
検
査
合
格
証
票

年
月

日
番

号
栽
培
地
番
号

種
類
・
名
称

品
種

名
数

量
栽
培
地
の
所
在
地

栽
培
者
氏
名

輸
出
予
定
国

…
…
植
物
防
疫
所
（
…
…
支
所
又
は
出
張
所
）

植
物
防
疫
官

氏
名

†

平成˜Ÿ年˜—月™日 月曜日 (号外第™™œ号)官 報

第
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
（
第
三
十
条
関
係
）

Ë

栽
培
地
検
査
合
格
証
明
書

第
号

年
月

日

住
所

氏
名

殿

…
…
植
物
防
疫
所
（
…
…
支
所
又
は
出
張
所
）

植
物
防
疫
官

氏
名

†

第
十
九
号
の
二
様
式
及
び
第
十
九
号
の
三
様
式
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
第
十
九
号
様
式
、
第

十
九
号
の
二
様
式
及
び
第
十
九
号
の
三
様
式
に
よ
る
合
格
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
植
物
防
疫
法
施

行
規
則
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
第
十
二
号
様
式
、
第
十
二
号
の
二
様
式
及
び
第
十
二
号
の
三

様
式
に
よ
る
検
査
申
請
書
は
、こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
第
十
二
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

š


